
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高騰対応商品券配布事業

①物価高騰に直面する村民へ村内の商店で食料品等に
使用できる商品券を1人当たり1万円分を配布することによ
り、経済的負担の軽減を図る
②商品券、印刷製本費、郵送料、手数料
③商品券：７，０００人×１０，０００円=７０，０００千円
　　郵送料：３，５００世帯　　　　　　　　　１，８５５千円
　　印刷製本費：７０，０００枚　　　　　　 　　７００千円
　　事務手数料　　　　　　　　　　　　　　　　 １００千円
　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　７２，６５５千円
④昭和村に令和８年２月１日現在住民登録のある者

R8.1 R8.3

2

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

上下水道基本料金免除事業（特別会
計繰出）R7予備分

①電気料金の値上げや物価高騰に直面する事業者・村民
等の上下水道基本料金を一定期間減免し経済的負担の
軽減を図る
②昭和村簡易水道事業及び農業集落排水事業特別会計
に繰り出し、上下水道料金の基本料金及びメーター使用
料を交付対象経費とする
③水道基本料金：２，５６０件×１，１００円=２，８１６千円、
メーター使用料：２，５６０件×１５４円=３９４千円、
下水道基本料金：１，６８５件×２，２００円=３，７０７千円
　　×　１期分　　　　　　小計　６，９１７千円
④村内全世帯（公共施設を含まない使用中の全水栓）

R7.12 R8.2

3
④消費下支え等を
通じた生活者支援

水道基本料金免除事業（特別会計繰
出）R7補正分

①電気料金の値上げや物価高騰に直面する事業者・村民
等の水道基本料金を一定期間減免し経済的負担の軽減
を図る
②昭和村簡易水道事業特別会計に繰り出し、水道料金の
基本料金及びメーター使用料を交付対象経費とする
③水道基本料金：２，５６０件×１，１００円=２，８１６千円、
メーター使用料：２，５６０件×１５４円=３９４千円
　　×　６期分　　　　　　小計　１９，２６０千円
④村内全世帯（公共施設を含まない使用中の全水栓）

R8.1 R8.3

4
④消費下支え等を
通じた生活者支援

下水道基本料金免除事業（特別会計
繰出）R7補正分

①電気料金の値上げや物価高騰に直面する事業者・村民
等の下水道基本料金を一定期間減免し経済的負担の軽
減を図る
②農業集落排水事業特別会計に繰り出し、下水道料金の
基本料金を交付対象経費とする
③下水道基本料金：１，６８５件×２，２００円=３，７０７千円
　　×　６期分　　　　　　　　　　　　　　小計　２２，２４２千円
④村内全世帯（公共施設を含まない使用中の全水栓）

R8.1 R8.3
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